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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱状態にある被処理物を載置する載置台と、
　前記載置台上の被処理物に対して真空紫外線を照射する紫外線ランプと、
　前記被処理物と前記紫外線ランプとの間に位置される光透過窓部材と
を有する光照射器において、
　前記光透過窓部材は、少なくとも前記被処理物の側の表面にフォトニック構造を有して
おり、
　前記フォトニック構造は、前記真空紫外線のピーク波長の透過率が、前記加熱状態にあ
る被処理物からの放射光のピーク波長の透過率よりも高いものであり、
　前記載置台は、前記光透過窓部材と前記被処理物との間隔を３ｍｍ以下に設定可能に構
成されていることを特徴とする光照射器。
【請求項２】
　前記紫外線ランプは、ピーク波長が１７２ｎｍの光を放射するキセノンエキシマランプ
であり、
　前記フォトニック構造は、複数の凸部が周期的に配列されることによって構成されてお
り、当該凸部のピッチＰ〔μｍ〕と当該凸部の幅Ｗ〔μｍ〕と当該凸部の高さＨ〔μｍ〕
とが下記の関係式（１）～関係式（３）を満たすことを特徴とする請求項１に記載の光照
射器。
関係式（１）：
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　　１．５≦Ｐ≦８．０
関係式（２）：
　　Ｗ＝Ｐ／２
関係式（３）：
　　（１・Ｗ）≦Ｈ≦（５・Ｗ）
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空紫外線を利用した光照射器に関する。さらに詳しくは、半導体素子や液
晶パネル等の製造工程におけるレジストの光アッシング処理、ナノインプリント法におけ
るテンプレートのパターン面に付着したレジストの除去処理、液晶用ガラス基板やシリコ
ンウエハ等のドライ洗浄処理、プリント基板製造工程におけるデスミア処理などに好適に
適用することができる光照射器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体素子や液晶パネル等の製造工程においては、レジストの光アッシング処理
や、ガラス基板およびシリコンウエハなどに対するドライ洗浄処理が行われる。これらの
処理を実行するための手法としては、真空紫外線を利用する光洗浄処理が知られている。
【０００３】
　真空紫外線を利用する光洗浄処理においては、真空紫外線を含む光を放射する紫外線ラ
ンプを備えた光照射器が光洗浄装置として用いられている。そして、光照射器の或る種の
ものは、図３に示すように、被処理物Ｄを載置する載置台６１と、紫外線ランプ３０を有
する光源ユニット５１とを備えている（例えば、特許文献１参照。）。
　この光照射器において、光源ユニット５１は、下面に開口部を有する略直方体の箱型形
状のケーシング５２を備えており、当該開口部に平板状の光透過窓部材５３が気密に配設
されたものである。ここに、光透過窓部材５３としては、例えば合成石英ガラスなどの真
空紫外線透過性材料よりなるものが用いられる。また、ケーシング５２の内部には、複数
（図３の例においては５本）の紫外線ランプ３０が平行に並ぶよう配置され、不活性ガス
が充填されている。
　また、載置台６１は、光源ユニット５１の下方において、当該載置台６１の被処理物載
置面６１Ａが、間隙を介して光透過窓部材５３に対向するよう配置されている。この載置
台６１には、ガス供給用孔６２Ａとガス排出用孔６２Ｂとが形成されており、当該ガス供
給用孔６２Ａは、ガス供給手段６５に接続されている。このガス供給手段６５は、真空紫
外線を受けることによって活性種が生成される活性種源を含有する処理用ガスを、載置台
６１に載置された被処理物Ｄと光透過窓部材５３との間に形成される間隙に供給するもの
である。
　このような構成の光照射器においては、光洗浄処理中には、複数の紫外線ランプ３０が
一斉に点灯され、当該複数の紫外線ランプ３０からの真空紫外線が、光透過窓部材５３を
介して、載置台６１に載置された被処理物Ｄに照射されると共に、当該被処理物Ｄと当該
光透過窓部材５３との間の間隙を流通する処理用ガスにも照射される。そして、処理用ガ
スに真空紫外線が照射されることにより、当該処理用ガスに含まれる活性種源が分解され
て活性種が生成される。その結果、被処理物Ｄの被処理面Ｄａに到達する真空紫外線、お
よび、真空紫外線により生成される活性種によって、被処理面Ｄａの光洗浄処理が行われ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１１１６１１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　真空紫外線を利用する光洗浄処理においては、被処理物の被処理面の温度が上昇するに
従って活性種による作用（光洗浄作用）が大きくなり、光洗浄処理を効率よく行うことが
できる。そのため、光照射器としては、載置台に、被処理物を８０～４００℃程度に加熱
する加熱手段が設けられたものがある。
【０００６】
　しかしながら、被処理物が加熱されることによれば、黒体輻射（黒体放射）により当該
被処理物から赤外線（熱線）が放射され、その赤外線が光透過窓部材を透過して紫外線ラ
ンプに吸収されることから、当該紫外線ランプが加熱されることとなる。また、紫外線ラ
ンプは、加熱手段が設けられた載置台からの直接の熱輻射（熱放射）によっても加熱され
る。そして、紫外線ランプが加熱されることによれば、当該紫外線ランプのランプ温度が
上昇し、発光管（発光管を構成するガラス）の紫外線透過率の低下を招き、また特に紫外
線ランプとしてキセノンエキシマランプを用いた場合には、キセノンエキシマ分子の発光
効率の低下を招く。そのため、被処理物および処理用ガスに対して効率的に真空紫外線を
照射することができなくなり、結果として、光洗浄処理の効率を低下させることになる。
　この光照射器における、紫外線ランプが加熱されることに起因する光洗浄処理の効率低
下の問題は、載置台に加熱手段が設けられている場合に顕著であるが、加熱手段が設けら
れていない場合においても生じるものである。具体的に説明すると、光照射器においては
、載置台に加熱手段が設けられていない場合においても、紫外線を吸収した被処理物の輻
射熱（放射熱）が光透過窓部材を透過して紫外線ランプに吸収され、その結果、紫外線ラ
ンプが加熱される。
【０００７】
　光照射器において、熱輻射（熱放射）から紫外線ランプを遮蔽するために、光透過窓部
材の表面に、赤外線カットフィルタを配設することが考えられる。
　しかしながら、光透過窓部材において、赤外線カットフィルタを、紫外線ランプ側の表
面に配設した場合には、当該赤外線カットフィルタの構成物質が真空紫外線によって分解
され、その分解生成物が紫外線ランプに付着することに起因して、当該紫外線ランプに係
る照度が低下する、という問題がある。また、載置台側の表面に配設した場合においても
、赤外線カットフィルタに真空紫外線が照射されることによって生じる分解生成物（赤外
線カットフィルタの構成物質由来の分解生成物）が、被処理物の表面に付着して、当該被
処理物が汚染する、という問題がある。
　このように、光照射器において、光透過窓部材の表面に赤外線カットフィルタを配設す
ることは、現実的ではない。
【０００８】
　本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その目的は、加熱状態
にある被処理物の輻射熱（放射熱）によって紫外線ランプが加熱されることを抑制するこ
とができ、よって加熱状態にある被処理物に対して効率よく真空紫外線を照射することの
できる光照射器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の光照射器は、加熱状態にある被処理物を載置する載置台と、
　前記載置台上の被処理物に対して真空紫外線を照射する紫外線ランプと、
　前記被処理物と前記紫外線ランプとの間に位置される光透過窓部材と
を有する光照射器において、
　前記光透過窓部材は、少なくとも前記被処理物の側の表面にフォトニック構造を有して
おり、
　前記フォトニック構造は、前記真空紫外線のピーク波長の透過率が、前記加熱状態にあ
る被処理物からの放射光のピーク波長の透過率よりも高いものであり、
　前記載置台は、前記光透過窓部材と前記被処理物との間隔を３ｍｍ以下に設定可能に構
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成されていることを特徴とする。
 
【００１０】
　本発明の光照射器においては、前記紫外線ランプは、ピーク波長が１７２ｎｍの光を放
射するキセノンエキシマランプであり、
　前記フォトニック構造は、複数の凸部が周期的に配列されることによって構成されてお
り、当該凸部のピッチＰ〔μｍ〕と当該凸部の幅Ｗ〔μｍ〕と当該凸部の高さＨ〔μｍ〕
とが下記の関係式（１）～関係式（３）を満たすことが好ましい。
【００１１】
関係式（１）：
　　１．５≦Ｐ≦８．０
関係式（２）：
　　Ｗ＝Ｐ／２
関係式（３）：
　　（１・Ｗ）≦Ｈ≦（５・Ｗ）
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の光照射器においては、光透過窓部材が、少なくとも被処理物の側の表面にフォ
トニック構造を有しており、当該フォトニック構造が、紫外線ランプからの真空紫外線の
ピーク波長の透過率が、加熱状態にある被処理物からの放射光のピーク波長の透過率より
も高いものとされ、光透過窓部材と前記被処理物との間隔を３ｍｍ以下としている。その
ため、加熱状態にある被処理物の熱輻射（熱放射）によって紫外線ランプが加熱されるこ
とを抑制することができ、よって加熱状態にある被処理物に対して効率よく真空紫外線を
照射することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の光照射器の構成の一例を、被処理物と共に示す説明用断面図である。
【図２】図１の光照射器における光透過窓部材のフォトニック構造を示す説明図である。
【図３】光洗浄装置として用いられる、従来の光照射器の構成の一例を、被処理物と共に
示す説明用断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の光照射器の実施の形態について説明する。
　図１は、本発明の光照射器の構成の一例を、被処理物と共に示す説明用断面図である。
　この光照射器１０は、加熱状態にある被処理物Ｄに対して真空紫外線（具体的には、波
長２２２ｎｍ以下の紫外線）を照射することにより、当該被処理物Ｄを処理するものであ
り、例えば略平板状の被処理物Ｄが載置される載置台１５と、当該載置台１５の平坦な被
処理物載置面１５Ａの上方に配設された、真空紫外線を含む光を放射する紫外線ランプ３
０を具備する光源ユニット２０とを備えている。ここに、本明細書中において、「加熱状
態にある被処理物」とは、被処理物に対して真空紫外線を照射する紫外線ランプとは別個
に設けられた専用の加熱手段によって加熱されること、および、紫外線ランプからの光が
照射されることに伴って加熱されることなどにより、被処理面の温度が２５０℃以上とさ
れた被処理物を示す。
　光照射器１０において、載置台１５は、上方（図１における上方）に開口を有する略直
方体の箱型形状のケーシング１１の内部に配置されている。このケーシング１１の開口は
、光源ユニット２０によって閉塞されている。このように、内部に載置台１５が配置され
たケーシング１１の開口が光源ユニット２０によって閉塞されることにより、光源ユニッ
ト２０の下方（図１における下方）に処理室Ｓ１が形成されている。
　この図の例において、載置台１５は、直方体状の形状を有しており、ケーシング１１の
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内部において、当該ケーシング１１の各側面部の内面に接触しない状態で当該ケーシング
１１の底面部１１Ａの中央部分に配置されている。また、載置台１５においては、被処理
物載置面１５Ａの中央部分に、光源ユニット２０からの光（複数の紫外線ランプ３０から
の光）の照度の面内均一性の高い領域、すなわち有効照射領域が形成されている。この有
効照射領域には被処理物Ｄが載置される。また、ケーシング１１においては、互いに対向
する側面部１１Ｂ，１１Ｃに、載置台１５を介して対向するように、側面部１１Ｂにはガ
ス供給用孔１２Ａが形成され、側面部１１Ｃにはガス排出用孔１２Ｂが形成されている。
ガス供給用孔１２Ａには、ガス供給手段（図示省略）が接続されている。
【００１５】
　また、載置台１５には、被処理物Ｄを加熱する加熱手段（図示省略）が設けられている
ことが好ましい。
　載置台１５に加熱手段が設けられていることによれば、被処理物Ｄを、被処理面Ｄａが
均一に加熱された状態とすることができる。そのため、被処理面Ｄａを、高い均一性で効
率的に処理することができる。
　この図の例において、載置台１５には、ヒータよりなる加熱手段が設けられており、当
該加熱手段は、被処理物Ｄを、被処理面Ｄａの温度が４００～５００℃程度となるように
加熱することのできるものである。
【００１６】
　光源ユニット２０は、下面部２１Ａに開口部を有する直方体の箱型形状のランプハウス
２１を備えている。このランプハウス２１の開口部には、光透過窓部材４０が気密に設け
られている。このようにして、ランプハウス２１の内部には、密閉されたランプ室Ｓ２が
形成されている。このランプ室Ｓ２は、ランプハウス２１の下面部２１Ａおよび光透過窓
部材４０によって処理室Ｓ１と分離されている。
　そして、ランプハウス２１の内部、すなわちランプ室Ｓ２には、複数（図１の例におい
ては５本）の棒状の紫外線ランプ３０が、光透過窓部材４０に対向して配設されている。
これらの複数の紫外線ランプ３０は、中心軸が光透過窓部材４０に平行な同一水平面内に
おいて互いに平行に伸びるよう一定の間隔（図１においては等間隔）で並列している。こ
れらの複数の紫外線ランプ３０には、冷却手段（図示省略）が設けられている。ここに、
冷却手段は、空冷ブロックまたは水冷ブロックよりなり、紫外線ランプ３０を２５０℃以
下に冷却することのできるものである。紫外線ランプ３０を冷却する冷却手段が設けられ
ていることにより、紫外線ランプ３０が過熱されることに起因して生じる弊害の発生をよ
り一層抑制することができる。具体的には、発光管（具体的には、発光管を構成するガラ
ス）の紫外線透過率（具体的には、真紫外線透過率）の低下を抑制することができ、また
、特に紫外線ランプ３０としてエキシマランプを用いた場合には、エキシマ分子が乖離す
ることに起因する発光効率の低下を抑制することができる。また、ランプ室Ｓ２には、載
置台１５に載置された被処理物Ｄの被処理面Ｄａに対して、複数の紫外線ランプ３０から
の光（真空紫外線）を有効に利用して均一照射することができるよう、当該複数の紫外線
ランプ３０の上方に、共通の反射ミラー３１が配設されている。また、ランプハウス２１
には、ランプ室Ｓ２において複数の紫外線ランプ３０からの真空紫外線が大気（酸素）に
吸収されることのないように、例えば窒素ガスなどの不活性ガスによって当該ランプ室Ｓ
２の内部をパージするパージ手段（図示省略）が設けられている。
【００１７】
　紫外線ランプ３０としては、真空紫外線を含む光を放射するものであれば、公知の種々
のランプを用いることができる。
　紫外線ランプ３０の具体例としては、ピーク波長（中心波長）が１７２ｎｍの光（真空
紫外線）を放射するキセノンエキシマランプ（Ｘｅ2 エキシマランプ）、および、ピーク
波長（中心波長）が１４６ｎｍの光（真空紫外線）を放射するクリプトンエキシマランプ
（Ｋｒ2 エキシマランプ）、および、ピーク波長（中心波長）が２２２ｎｍの光（真空紫
外線）を放射するクリプトンクロライドエキシマランプ（ＫｒＣｌエキシマランプ）など
が挙げられる。そして、これらのうちでは、発光効率および高照度照射の観点から、ピー
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ク波長が１７２ｎｍの光を放射するキセノンエキシマランプが好適に用いられる。
　この図の例においては、紫外線ランプ３０として、ピーク波長が１７２ｎｍの光を放射
する、円棒状のキセノンエキシマランプが用いられている。
【００１８】
　光透過窓部材４０は、略平板状であって、上面４１Ａが複数の紫外線ランプ３０と対向
し、かつ、下面４１Ｂが載置台１５の被処理物載置面１５Ａと対向するように配設される
。すなわち、光源ユニット２０を構成する複数の紫外線ランプ３０は、光透過窓部材４０
を介して被処理物載置面１５Ａと対向するように配設されている。このようにして、光透
過窓部材４０は、載置台１５の被処理物載置面１５Ａに載置された被処理物Ｄと複数の紫
外線ランプ３０との間に位置するように配置される。
　この図の例において、光透過窓部材４０は、載置台１５に載置された被処理物Ｄの被処
理面Ｄａに僅かな間隙を介して対向するように配置されている。この光透過窓部材４０と
被処理物Ｄとの間隙の厚みは、処理効率の観点から、３ｍｍ以下、好ましくは１ｍｍ以下
とされる。
【００１９】
　そして、光透過窓部材４０は、両面（具体的には、上面４１Ａおよび下面４１Ｂ）また
は片面に、フォトニック構造４５を有している。ここに、本明細書中において、「フォト
ニック構造」とは、屈折率が周期的に変化する２次元または３次元の凹凸構造を示す。具
体的には、表面において複数の凸部が設けられ、それらの複数の凸部が周期的に配列され
ることによって構成されてなる凹凸構造（図２参照）、および、表面に複数の凹部が設け
られ、それらの複数の凹部が周期的に配列されることによって構成されてなる凹凸構造な
どを示す。
　このフォトニック構造４５は、紫外線ランプ３０からの光における真空紫外線のピーク
波長の透過率（以下、「ランプ真空紫外線透過率」ともいう。）が、加熱状態にある被処
理物Ｄからの放射光のピーク波長の透過率（以下、「被処理物赤外線透過率」ともいう。
）よりも高いものである。ここに、本明細書中において、「被処理物からの放射光のピー
ク波長」とは、加熱状態にある被処理物において黒体輻射（黒体放射）により放射される
放射光（具体的には、赤外線を含む光）のピーク波長、すなわち黒体放射スペクトルにお
けるピーク波長を示す。
　具体的に説明すると、フォトニック構造４５は、屈折率が周期的に変化する凹凸構造の
光学特性を利用して、紫外線ランプ３０からの光（真空紫外線）および加熱状態にある被
処理物Ｄからの放射光（赤外線）の反射および透過を、波長選択的に制御することにより
、ランプ真空紫外線透過率を、被処理物赤外線透過率よりも高くしたものである。ここに
、「屈折率が周期的に変化する凹凸構造の光学特性」とは、屈折率が周期的に変化する凹
凸構造（フォトニック構造）において、「フォトニックバンドギャップ」と称される光の
禁止帯が形成され、その禁止帯にて、或る特定の波長域の光が進行することができなくな
る、という特性を示す。
　この図の例において、光透過窓部材４０は、両面（上面４１Ａおよび下面４１Ｂ）にフ
ォトニック構造４５を有しており、当該両面の各々に形成されたフォトニック構造４５は
、いずれも、複数の凸部４６が２次元周期的に配列されることによって構成されてなる凹
凸構造（２次元凹凸構造）よりなるものである。また、光透過窓部材４０の両面において
、フォトニック構造４５は、中央部分に形成されており、上面４１Ａにおけるフォトニッ
ク構造４５の形成領域と、下面４１Ｂにおけるフォトニック構造４５の形成領域とは、互
いに対向している。
【００２０】
　光透過窓部材４０が両面または片面にフォトニック構造４５を有しており、当該フォト
ニック構造４５が、ランプ真空紫外線透過率が被処理物赤外線透過率よりも高いものであ
ることにより、当該光透過窓部材４０が赤外線（具体的には、加熱状態にある被被処理物
Ｄからの放射光に含まれる赤外線）を選択的に遮蔽する機能（具体的には、反射する機能
）を有するものとなる。すなわち、光透過窓部材４０が、真空紫外線透過性を損なうこと
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なく、赤外線に対する遮蔽機能（反射機能）を有するものとなる。
【００２１】
　光透過窓部材４０のフォトニック構造４５は、図２に示されているように、複数の凸部
４６が周期的に配列されることによって構成されてなる凹凸構造（以下、「凸部配列凹凸
構造」ともいう。）であることが好ましい。その凸部配列凹凸構造を構成する複数の凸部
４６の形状は、柱状のものであることが好ましく、その柱状形状の具体例としては、例え
ば、円柱状および角柱状（具体的には、直四角柱状等）などが挙げられる。
【００２２】
　そして、凸部配列凹凸構造の形状は、紫外線ランプ３０の種類などに応じ、被処理物Ｄ
の加熱状態（被処理面Ｄａの温度）などを考慮して適宜に定められる。
【００２３】
　具体的には、凸部配列凹凸構造の形状は、紫外線ランプ３０が、ピーク波長が１７２ｎ
ｍの光（真空紫外線）を放射するキセノンエキシマランプよりなる場合には、凸部４６の
ピッチＰ〔μｍ〕と凸部４６の幅Ｗ〔μｍ〕と凸部４６の高さＨ〔μｍ〕とが下記の関係
式（１）～関係式（３）を満たすことが好ましい。
【００２４】
関係式（１）：
　　１．５≦Ｐ≦８．０
関係式（２）：
　　Ｗ＝Ｐ／２
関係式（３）：
　　（１・Ｗ）≦Ｈ≦（５・Ｗ）
【００２５】
　光透過窓部材４０のフォトニック構造４５が上記の関係式（１）～関係式（３）を満た
すことにより、当該フォトニック構造４５を、ランプ真空紫外線透過率が被処理物赤外線
透過率よりも高いものとすることができる。
【００２６】
　具体的には、凸部４６のピッチＰが４μｍであって凸部４６の幅Ｗが２μｍであり、凸
部４６の高さＨが８μｍである形状、凸部４６のピッチＰが７μｍであって凸部４６の幅
Ｗが３．５μｍであり、凸部４６の高さＨが１７．５μｍである形状、および、凸部４６
のピッチＰが８μｍであって凸部４６の幅Ｗが４μｍであり、凸部４６の高さＨが１２μ
ｍである形状などが挙げられる。
【００２７】
　光透過窓部材４０において、フォトニック構造４５は、少なくとも下面４１Ｂに形成さ
れていることが好ましい。すなわち、光透過窓部材４０が片面にフォトニック構造４５を
有するものである場合には、当該フォトニック構造４５が下面４１Ｂに形成されているこ
とが好ましい。
　また、光透過窓部材４０においては、上面４１Ａおよび下面４１Ｂの両方にフォトニッ
ク構造４５が形成されていることがより好ましい。
　具体的に説明すると、２次元の凹凸構造よりなるフォトニック構造では、当該フォトニ
ック構造が設けられた面に対して垂直に入射する光、および当該面に対して垂直入射に近
い角度（具体的には、例えば２０°程度）で入射する低角度成分の光は、有効に反射する
ことができる。然るに、フォトニック構造が設けられた面に対する入射角度が高角度（具
体的には、例えば５０°～６０°程度以上）の高角度成分の光は、入射角度が高くなるに
従い、反射率が低下する。よって、光透過窓部材４０においては、フォトニック構造４５
が、少なくとも、より被処理物Ｄの近くに位置する下面４１Ｂに形成されていることが好
ましい。
　また、光透過窓部材４０において、下面４１Ｂと共に上面４１Ａにもフォトニック構造
４５を設けることにより、上面４１Ａにおいても、或る特定の波長域の光が進行すること
ができなくなることから、より有効に特定の波長域をカットすることが可能になる。
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【００２８】
　また、光透過窓部材４０が両面にフォトニック構造４５を有するものである場合には、
上面４１Ａにおけるフォトニック構造４５と下面４１Ｂにおけるフォトニック構造４５と
は、同一の形状を有していてもよく、異なる形状を有していてもよい。
　この図の例において、上面４１Ａにおけるフォトニック構造４５と下面４１Ｂにおける
フォトニック構造４５とは、同一の形状を有しており、光透過窓部材４０の厚み方向に垂
直な平面に関して面対称とされている。
【００２９】
　光透過窓部材４０を構成する材料としては、紫外線ランプ３０からの真空紫外線に対し
て透過性を有し、必要に応じて、処理室Ｓ１に供給される処理用ガスおよび処理室Ｓ１に
おいて生じる生成ガス（具体的には、処理用ガスに真空紫外線が照射されることによって
生じるガス、および、被処理面Ｄａが処理されることによって生じるガス等）に対する耐
性を有するものが用いられる。
　光透過窓部材４０を構成する材料の具体例としては、例えば石英ガラスが挙げられる。
この石英ガラスは、真空紫外線透過性を有すると共に、加熱状態にある被処理物Ｄからの
放射光（赤外線）に対する透過性を有するものである。
　また、光透過窓部材４０の厚みは、例えば３～１０ｍｍである。
【００３０】
　このように両面または片面にフォトニック構造４５を有する光透過窓部材４０は、例え
ば、ナノインプリント法により、製造することができる。
【００３１】
　ガス供給手段から供給される処理用ガスとしては、活性種源を含むものが用いられる。
　処理用ガスに含まれる活性種源としては、真空紫外線を受けることによって活性種が生
成されるものが挙げられる。活性種源の具体例としては、活性種として、酸素（Ｏ2 ）お
よびオゾン（Ｏ3 ）などの酸素ラジカルを生じさせるものなどが挙げられる。
【００３２】
　このような光照射器１０においては、紫外線ランプ３０からの光（真空紫外線）を、加
熱状態にある被処理物Ｄの被処理面Ｄａに対して、光透過窓部材４０を介して照射するこ
とにより、被処理物Ｄの表面処理が行われる。
　具体的に説明すると、先ず、被処理物Ｄが配置された処理室Ｓ１に、処理用ガスが、ガ
ス供給用孔１２Ａを介して供給されることにより、処理室Ｓ１が処理用ガス雰囲気とされ
る。また、ランプ室Ｓ２は、不活性ガスが供給されることにより、不活性ガス雰囲気とさ
れる。次いで、被処理物Ｄが、加熱手段によって加熱されることにより、加熱状態とされ
る。そして、光源ユニット２０を構成する複数の紫外線ランプ３０が一斉に点灯されるこ
とにより、当該複数の紫外線ランプ３０からの光（真空紫外線）が光透過窓部材４０を介
して被処理面Ｄａに向かって放射される。これにより、被処理面Ｄａに到達する真空紫外
線、および真空紫外線により処理用ガスから生成される活性種によって、被処理面Ｄａの
処理が行われる。
【００３３】
　而して、光照射器１０においては、被処理物Ｄが、加熱手段によって加熱されること、
および、光源ユニット２０（複数の紫外線ランプ３０）からの光（紫外線）を吸収するこ
とによって加熱状態とされ、その加熱状態にある被処理物Ｄからは、黒体輻射（黒体放射
）により放射光（赤外線を含む光）が放射される。然るに、光透過窓部材４０が、上面４
１Ａおよび下面４１Ｂの両方にフォトニック構造４５を有していることから、加熱状態に
ある被処理物Ｄからの放射光（赤外線）は、光透過窓部材４０によって遮蔽（反射）され
、よって熱輻射（熱放射）によって紫外線ランプ３０が加熱されることを抑制することが
できる。その結果、加熱状態にある被処理物Ｄからの放射光が照射されることに起因する
複数の紫外線ランプ３０のランプ温度上昇が抑制される。しかも、光透過窓部材４０にお
いては、赤外線カットフィルタを用いることなく当該光透過窓部材４０の光透過特性を制
御して熱輻射（熱放射）から複数の紫外線ランプ３０を遮蔽していることから、赤外線カ
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ットフィルタを利用する場合のように、紫外線ランプ３０や被処理物Ｄが汚染されること
がない。このようにして、光源ユニット２０を構成する紫外線ランプ３０のランプ温度が
上昇することに起因する発光管（発光管を構成するガラス）の紫外線透過率の低下および
キセノンエキシマ分子の発光効率の低下の発生が抑制され、また、光源ユニット２０を構
成する紫外線ランプ３０が汚染されることに起因する当該紫外線ランプ３０に係る照度低
下の発生が防止される。
　従って、光照射器１０によれば、加熱状態にある被処理物Ｄに対して効率よく真空紫外
線を照射することができ、よって被処理物Ｄの被処理面Ｄａを効率的に処理することがで
きる。
　また、光照射器１０においては、紫外線ランプ３０の熱輻射によるランプ温度上昇が抑
制されることから、平板状（表面にフォトニック構造を有していない形状）の光透過窓部
材を備えた従来の光照射器に比して、冷却手段を駆動するために必要とされる電力量を小
さくすることが可能となる。
【００３４】
　この光照射器１０は、半導体素子や液晶パネル等の製造工程におけるレジストの光アッ
シング処理、ナノインプリント法におけるテンプレートのパターン面に付着したレジスト
の除去処理、液晶用ガラス基板やシリコンウエハ等のドライ洗浄処理、プリント基板製造
工程におけるデスミア処理などに好適に適用することができる。
【００３５】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定され
るものではなく、種々の変更を加えることができる。
　例えば、光照射器全体の構造は、図１に示すものに限定されず、種々の構造を採用する
ことができる。
【００３６】
　以下、本発明の実験例について説明する。
【００３７】
〔実験例１〕
　一面（以下、「フォトニック構造面」ともいう。）にフォトニック構造を有する略平板
状の板状部材（以下、「実験用板状部材（Ａ）」ともいう。）を用意した。この実験用板
状部材（Ａ）において、フォトニック構造は、柱状の凸部のピッチが４μｍであって凸部
の幅が２μｍであり、凸部の高さが８μｍである形状の凸部配列凹凸構造である。
　実験用板状部材（Ａ）のフォトニック構造面に対して、ピーク波長が１７２ｎｍの光を
放射するキセノンエキシマランプからの光（波長１７２ｎｍの光）を照射することによっ
て波長１７２ｎｍの光に対する透過率を測定したところ、９５％であった。また、実験用
板状部材（Ａ）のフォトニック構造面に対して、波長４μｍの光を放射するレーザダイオ
ードの光（波長４μｍの光）を照射することによって波長４μｍの光に対する透過率を測
定したところ、３７％であった。
　以上の結果から、上記の関係式（１）～関係式（３）を満たすフォトニック構造におい
ては、波長１７２ｎｍの真空紫外線の透過率が、黒体放射スペクトル（具体的には、温度
４００℃に係る黒体放射スペクトル）におけるピーク波長の透過率よりも高くなることが
確認された。
【符号の説明】
【００３８】
１０　　光照射器
１１　　ケーシング
１１Ａ　　底面部
１１Ｂ，１１Ｃ　　側面部
１２Ａ　　ガス供給用孔
１２Ｂ　　ガス排出用孔
１５　　載置台
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１５Ａ　　被処理物載置面
２０　　光源ユニット
２１　　ランプハウス
２１Ａ　　下面部
３０　　紫外線ランプ
３１　　反射ミラー
４０　　光透過窓部材
４１Ａ　　上面
４１Ｂ　　下面
４５　　フォトニック構造
４６　　凸部
５１　　光源ユニット
５２　　ケーシング
５３　　光透過窓部材
６１　　載置台
６１Ａ　　被処理物載置面
６２Ａ　　ガス供給用孔
６２Ｂ　　ガス排出用孔
６５　　ガス供給手段
Ｓ１　　処理室
Ｓ２　　ランプ室
Ｄ　　被処理物
Ｄａ　　被処理面

【図１】

【図２】

【図３】
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